
国の定めた基準以上の広さを確保し、スペー
スは児童の特性に応じて適切に配置・活用し
ております。

国の定める配置基準を満たしたうえで、基準
以上の人員数を配置しております。

国の定める配置基準を満たしたうえで、基準
以上の人員数を配置しております。

必要に応じて玄関入り口のバリアフリー化を
協議・検討してまいります。

衛生管理に配慮し、空気清浄機の使用と換気
をおこない、机・椅子などは使用後に除菌や
清掃をして、気持ちの良い空間を提供できる
ように努めております。

必要に応じて、児童が個別の部屋や場所を使
用できるような環境を整えています。
また、衛生管理に配慮し、空気清浄機の使用
と換気をおこない、机・椅子などは使用後に
除菌や清掃をして、気持ちの良い空間を提供
できるように努めております。

毎日の朝礼で業務の連絡、療育内容の確認な
ど、話し合いの場を設けております。
また月に一回、全職員参加のリフレクション
会議を実施し、日々の振り返りや業務改善に
ついて話し合い、共通理解に努めております。

保護者様アンケート調査での集計内容を職員
間で共有しながら、可能な限り業務改善へ繋
げられるよう努めております。

月に一回会議を実施し、日々の振り返りや業
務改善について意見を出し、話し合い、共通
理解に努めております。

支援プログラムを作成し、令和 7年度に向け
た公表準備をしております。

今後も保護者様のご意向もお聞きし、児童の
成長につながるプログラムも取り入れ、楽し
く療育できるよう工夫してまいります。

今年度から第三者委員として監査役に依頼を
しております。

適切に支援プログラムが作成、
公表されている

職員の意見等を把握する機会
を設けており、その内容を業
務改善につなげている

第三者による外部評価を行
い、評価結果を業務改善に
つなげている

職員の資質の向上を図るた
めに、研修を受講する機会
や法人内等で研修を開催す
る機会が確保されている

個々の児童に対してアセス
メントを適切に行い、児童
と保護者様のニーズや課題
を客観的に分析した上で、
児童発達支援計画を作成し
ている

放課後等デイサービス計画
を作成する際には、児童発
達支援管理責任者だけでな
く、児童の支援に関わる職
員が共通理解の下で、児童
の最善の利益を考慮した検
討が行われている

児童の適応行動の状況を、
標準化されたツールを用い
たフォーマルなアセスメン
トや、日々の行動観察など
も含むインフォーマルなア
セスメントを使用する等に
より確認している

放課後等デイサービス計画
が職員間に共有され、計画
に沿った支援が行われてい
る

活動プログラムが固定化し
ないよう工夫している

活動プログラムの立案を
チームで行っている

児童の状況に応じて、個別
活動と集団活動を適宜組み
合わせて児童発達支援計画
を作成し、支援が行われて
いる

定期的に研修を実施し、全職員が閲覧できる
よう内容を記録に残し、資質向上に努めてお
ります。

統一化されたアセスメントシートを使用し、
アセスメントシートの内容をもとに支援計画
の作成へと繋げております。

児童・保護者様のご意向や課題を踏まえたう
えでガイドラインに沿い、支援に必要な項目
を選択して具体的な支援内容の設定に努めて
おります。

支援プログラムを作成し、令和 7年度に向
けた公表準備をしております。

アセスメントにて状況の把握を行い、児童
発達支援管理責任者が中心となって児童の
現状や保護者様のニーズに寄り添った支援
計画となるよう努めております。

個別支援会議などで計画内容を把握し、計画
に沿った支援ができるよう職員で話し合い、
児童の療育をおこなっております。

児童の現状や保護者様のニーズを全職員で共
通理解し、児童の最善の利益を考慮した検討
をおこなうよう努めております。

現時点では第三者評価は実施できておりませ
ん。 2

利用定員が指導訓練室等ス
ペースの関係で適切である

保護者様向け評価表を活用
するなどによりアンケート
調査を実施して保護者様の
意向等を把握し、業務改善
につなげている

生活空間は、児童にわかり
やすく構造化された環境に
なっている。また、障がい
の特性に応じ、事業所の設
備等は、バリアフリー化や
情報伝達等への配慮が適切
になされている

業務改善を進めるためPD
CAサイクル（目標設定と
振り返り）に、広く職員が
参画している

必要に応じて、児童が個別
の部屋や場所を使用するこ
とが認められる環境になっ
ている

生活空間は、清潔で心地よ
く過ごせる環境になってい
るか。また、児童達の活動
に合わせた空間となってい
る

職員の配置数は適切である
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COMPASS・新下関

放課後等デイサービス事業所における自己評価結果（公表）
令和
6年度
令和
6年度

討議日：令和 6年 10月   8 日
公表日：令和 7年  2 月  21 日

支援開始前には職員間で必ず
打合せを行い、その日行われ
る支援の内容や役割分担につ
いて確認し、チームで連携し
て支援を行っている

放課後等デイサービス計画に
は、放課後等デイサービスガ
イドラインの「放課後等デイ
サービスの提供すべき支援」
の「本人支援」、「家族支援」、
「移行支援」及び「地域支援・
地域連携」のねらい及び支援
内容も踏まえながら、児童の
支援に必要な項目が適切に設
定され、その上で、具体的な
支援内容が設定されている

児童の特性や課題に応じて、活動プログラム
を話し合い、常にチームで立案しております。

習慣化と定着をめざし、繰り返しの療育をお
こないますが、日々の記録から進捗を確かめ、
児童の発達や成長に適した個別の課題を考え
ております。

個別療育を基本としておりますが、保護者様
のご意向の聞き取り調査をもとに集団活動も
取り入れ、児童の特性に応じた支援計画を作
成しております。

定期的にモニタリングをおこない、現状の把
握をして見直しの必要性を判断しておりま
す。

支援内容やその日の体調等を記録し、気に
なったことは職員間で共有することで支援の
改善や検証に取り組んでおります。

毎朝、必ず打ち合わせをおこない、その日の
支援の内容や役割分担、環境設定などをおこ
なっております。また、児童の様子を確認し、
共通認識を図っております。

支援終了後には全職員での打ち合わせが難し
い場合は、翌日の朝礼で必ず報告し、記録も
残すよう努めております。

一人ひとりの支援目標を達成できるよう、遊
びを含め、自主性、生活上のスキルや知識、
協調性、感情をコントロールするなど必要な
力をつけられるような支援を心掛けていま
す。

引き続き児童が自己選択、自己決定をする機
会を増やしていき、児童の意思・意見を尊重
できるような支援を心掛けてまいります。

支援終了後には､職員間で必
ず打合せをし､その日行われ
た支援の振り返りを行い､気
付いた点等を共有している

日々の支援に関して記録を
とることを徹底し、支援の
検証・改善につなげている

定期的にモニタリングを行
い、放課後等デイサービス
計画の見直しの必要性を判
断し、適切な見直しを行っ
ている

放課後等デイサービスガイ
ドラインの「４つの基本活
動」を複数組み合わせて支
援を行っている

児童が自己選択できるよう
な支援の工夫がされている
等、自己決定をする力を育
てるための支援を行ってい
る

学校との情報共有（年間計
画・行事予定等の交換、児
童の下校時刻の確認等）、
連絡調整（送迎時の対応、
トラブル発生時の連絡）を
適切に行っている

地域の保健、医療（主治医
や協力医療機関等）、障害
福祉、保育、教育等の関係
機関と連携して支援を行う
体制を整えている

地域の児童発達支援セン
ターとの連携を図り、必要
等に応じてスーパーバイズ
や助言や研修を受ける機会
を設けている

保護者様から学校行事や時間変更を教えてい
ただき、学校との情報共有や連絡調整をおこ
なっております。
また、送迎時に学校の先生方と児童の様子を
伝え合うことで適切な支援をおこなえるよう
努めております。

協力医療機関、児童を取り巻く関係機関等と
密に情報共有や共通理解を持ち、連携して支
援をおこなっております。

今後児童が卒業し、移行が必要となった場合
に向けて、日頃からしっかりと記録を残し、
十分な情報を提供することができるよう努め
てまいります。

個人情報の関係もあり実現できていませんが、
保護者様のご意向もうかがいながら慎重に検
討してまいります。

サービス担当者会議などの話し合いの場を
通して、支援内容についての情報共有と相
互理解を図っております。

就学前に利用していた保育
所や幼稚園､認定こども園､
児童発達支援事業所等との
間で情報共有と相互理解に
努めている

学校を卒業し、放課後等デ
イサービス事業所から障害
福祉サービス事業所等へ移
行する場合、それまでの支
援内容等の情報を提供する
等している

家族の対応力の向上を図る
観点から、家族に対して家
族支援プログラム（ペアレ
ント･トレーニング等）や
家族等の参加できる研修の
機会や情報提供等を行って
いる

放課後児童クラブや児童館
との交流など外部との活動
する機会がある

現在までに該当する児童がいないため、提供
には至っておりません。

２カ月に１回の子ども部会、月に1回の通所
分科会に参加し、助言を受けるなど、情報を
得ております。

個人情報の関係もあり実現できていません
が、保護者様のご意向も伺いながら慎重に検
討してまいります。

現時点では事業所主催の交流の機会は企画で
きておりません。

保護者様の不安や悩みごとがある際には、解
決への糸口に少しでもなれるよう、事業所か
らも積極的な働きかけを心掛けてまいりま
す。

保護者様の個々のニーズをうかがい、ご意向
を踏まえたうえで、保護者様同士の交流に関
して協議・検討してまいります。

連絡帳でのやりとりや送迎時、お迎えの際に
保護者様に様子をお伝えし、共通理解を持っ
て良い支援へと繋げていけるよう努めており
ます。

保護者様からのご相談は丁寧に聞き取り、
助言やご提案をさせていただいております。

保護者様の不安や悩みごとがある際には、解
決への糸口に少しでもなれるよう、事業所か
らも積極的な働きかけを心掛けてまいりま
す。

季節ごとにCOMPASSだよりを発行してお
ります。
毎月配布する事業所カレンダーには療育の様
子、遊びの様子、行事の様子を掲載しており
ます。
またYouTube、公式Webサイトのブログ
で事業所の活動内容をご紹介しております。

モニタリングや家族支援の中で、保護者様か
らご家庭の様子や学校での様子の聞き取りを
おこない、今後の方針を決めた上で支援計画
の作成をおこなうよう努めております。

現時点では保護者会の開催はできておりませ
ん。

送迎時や電話等でご相談を受けた際には、随
時対応をおこない、日頃から相談しやすい環
境作りへの配慮にも心掛けております。

支援内容を説明する際には支援計画を提示
し、保護者様と意思疎通を図りながら説明、
同意をいただけるよう努めております。

個人情報の取り扱いは慎重に行い、個人情報
ファイルは鍵付き書庫にて保管しておりま
す。
書類破棄の際にはシュレッダーに書けるなど
最新の注意を払っております。

（自立支援）協議会等へ積
極的に参加している

日頃から児童の状況を保護
者様と伝え合い、児童の発
達の状況や課題について共
通理解を持っている

運営規程、支援プログラム、
利用者負担等について丁寧
な説明を行っている

放課後等デイサービス計画
を作成する際には、児童や
保護者様の意思の尊重、児
童の最善の利益の優先考慮
の観点を踏まえて、児童や
家族の意向を確認する機会
を設けている

定期的に通信等を発行する
ことや、HPや SNS等を
活用することにより、活動
概要や行事予定、連絡体制
等の情報を児童や保護者様
に対して発信している

児童や保護者様からの苦情
について､対応の体制を整
備するとともに、子どもや
保護者様に周知し、苦情が
あった場合に迅速かつ適切
に対応している

父母の会の活動を支援する
ことや、保護者会等を開催
する等により、保護者様同
士で交流する機会を設ける
等の支援をしているか。ま
た、きょうだい同士で交流
する機械を設ける等の支援
をしている

個人情報の取扱いに十分留
意している

家族等からの子育ての悩み
等に対する相談に適切に応
じ、面談や必要な助言と支
援を行っているか

「放課後等デイサービス計
画」を示しながら支援内容
の説明を行い、保護者様か
ら放課後等デイサービス計
画の同意を得ている

ご相談やお申し入れについては迅速に対応
し、全職員で情報を共有していけるよう体制
を整えております。また苦情へのご相談窓口
も設けており、契約時にご説明しております。

児童の特性に適した意思の疎通や情報伝達を
使い、保護者様へも専門用語を避けた分かり
やすい情報伝達を心掛けております。

"各マニュアルはすぐに確認できるよう室内
に掲示しております。
また年間計画を立て、児童とともに避難訓練
を実施しております。"

契約時に保護者様から聞き取りをおこない、
利用児童のアレルギーについては全職員が把
握し、対応しております。

契約書に身体拘束の禁止を記載しており、生
命または身体を保護するために、やむを得ず
必要となる場合については、保護者様の承諾
を得るようにしております。

安全計画書を作成し、定期的に避難訓練をお
こなっております。
また事業所内設備や室内外清掃、備品などの
確認も定期的におこなうよう努めておりま
す。

避難訓練を実施した際には保護者様にも状況
を共有させていただいております。
また、避難場所に関しても書面で保護者様に
配布しております。

標準化されたアセスメントシートを使用し
て、状況の把握に努めております。
また、連絡帳などを通して状況の変化も確認
させていただいております。
尚、服薬に関しては全事業所統一で作成した
投薬依頼書を使用しております。

現時点では地域住民をご招待する機会を設け
る事業運営はできておりません。

障がいのある児童や保護者
様との意思の疎通や情報伝
達のための配慮をしている

各マニュアルはすぐに確認できるよう室内に
掲示しております。
また年間計画を立て、児童とともに避難訓練
を実施しております。

事業所の行事に地域住民を
招待する等地域に開かれた
事業運営を図っている

事故防止マニュアル、緊急
時対応マニュアル、防犯マ
ニュアル、感染症対応マ
ニュアル等を策定し、職員
や家族等に周知するととも
に、発生を想定した訓練を
実施している

業務継続計画（BCP）を策
定するとともに、非常災害
の発生に備え、定期的に避
難、救出その他必要な訓練
を行っている

月に一回子ども部会・通所分科会が開催され
ており、児童発達支援管理責任者が参加して
おります。

食物アレルギーのある児童
について、医師の指示書に
基づく対応がされている

安全計画を作成し、安全管
理に必要な研修や訓練、そ
の他必要な措置を講じる
等、安全管理が十分された
中で支援が行われている

児童の安全確保に関して、
家族等との連携が図られる
よう、安全計画に基づく取
組内容について、家族等へ
周知している

ヒヤリハットを事業所内で
共有し、再発防止に向けた
方策について検討をしてい
る

虐待を防止するため、職員
の研修機会を確保する等、
適切な対応をしている

事前に、服薬や予防接種、
てんかん発作等の児童の状
況を確認している

どのような場合にやむを得
ず身体拘束を行うかについ
て、組織的に決定し、児童
や保護者様に事前に十分に
説明し了解を得た上で、児
童発達支援計画に記載して
いる

○この「事業所における自己評価結果（公表）」は、事業所全体で行った自己評価です。

虐待防止委員会を設置し、虐待に関する研修
を全職員がおこない、虐待防止マニュアルに
沿って対応しております。

ヒヤリハットがあった際には報告書を作成
し、職員間で話し合いの場を設けておりま
す。
職員間での認識一致をすることで再発防止
となるよう努めております。

障害児相談支援事業所の
サービス担当者会議や関係
機関との会議に、その児童
の状況をよく理解した者が
参画している

対象児童について職員間で話し合い、サービ
ス担当者会議には児童の状況に精通した児童
発達支援管理責任者が参画しております。

本人の意思・意見を取り入れた選択肢を提案
するよう努めております。

環
境
・
体
制
整
備

業
務
改
善

適
切
な
支
援
の
提
供

関
係
機
関
や
保
護
者
様
と
の
連
携

保
護
者
様
へ
の
説
明
責
任
等

非
常
時
等
の
対
応
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チェック項目 工夫している点
課題や改善すべき点を踏まえた

改善内容又は改善目標
はい いいえ

1

５ 1

４ ２


